
戸籍事業                                

１．戸籍事務 

  戸籍事務は日本国民たる国籍とその親族・身分関係を登録し、公証する唯一の制度として古い歴史を有

し、幾多の変遷を経てきた。戸籍はその利害関係人に広く利用されると共に、人口動態調査、住民基本台

帳等幅広い行政の基礎資料となっているほか、我が国における社会・経済活動の上で重要な役割をはたし

ている。 

 このような背景のもと、法務局と連携を図り、民法や戸籍法をはじめ、その他関係法規に沿って、戸籍

事務の適正かつ円滑な事務処理に努めた。 

 

(1) 本籍数及び本籍人口の推移（各年度末現在） 

     年 度 

  
  区 分 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

 
本籍数（籍） 35,385 35,837 36,219 36,554 36,851 

本 籍 人 口（人） 92,076 92,836 93,356 93,881 94,208 

 

(2) 事件の取扱状況 

種   別 件 数 種   別 件 数 種   別 件 数 

出 生 1,068 養 子 離 縁 21 失 踪 2 

認 知 30 婚 姻 1,079 法７７・７５条の２ 121 

養 子 縁 組 102 離 婚 296 親権・後見・保佐 5 

法７３・６９条の２ 2 国 籍 取 得 0 死 亡 1,287 

復 氏 1 帰 化 3 訂 正 ・ 更 正 53 

姻 族 関 係 終 了 3 氏 の 変 更 12 追   完    等 0 

入 籍 259 名 の 変 更 6 不 受 理 申 出 23 

分 籍 13 転 籍 480 そ の 他 5 

国 籍 留 保 18 国 籍 選 択 1 計 4,890 

  

(3) 事務処理内訳の状況 

種   別 件 数 種   別 件 数 種   別 件 数 

新 戸 籍 編 成 832 違 反 通 知  0 そ の 他 0 

戸 籍 全 部 消 除 535 戸籍の再製・補完 0 計 1,367 

 

２．人口動態調査票作成事務 

戸籍届が出された際に、国の主要統計でもある人口動態調査令に基づき、出生・死亡・婚姻・離婚・死産

の各調査票を作成し、富田林保健所に提出した。 

＜人口動態調査票作成件数＞ 

種  別 出 生 票 死 亡 票 死 産 票 婚 姻 票 離 婚 票 計 

件  数 679 1,136 10 370 178 2,373 

３．犯罪人名簿調製事務 

犯罪人名簿は本籍地で作成し、選挙人名簿をはじめ各種資格認定、叙位叙勲褒章等に必要とされており、

関係官署と連携を密にし、適正かつ厳格な事務処理に努めた。 

    計  １６１ 件 


